
愛知県グループホーム整備促進支援制度 

平成３０年度グループホーム

グループホームは、障害のある方が地域で安心して生活するための住まいの場として欠かせません。 

愛知県では、グループホームの新規開設・増設を検討している方（特に､整備、運営について不安

をお持ちの方）等に対し、支援コーディネーターが中心となって開設から運営までをトータルに支

援する「グループホーム整備促進支援制度」を実施しています。 

この度、その支援の一環として、主に新規開設を目指す方を対象に、相談会を開催いたします。 

「職員シフトの組み方は？」「資金収支について知りたい」「人材育成はどうすれば？」など、皆様

からの相談に支援コーディネーターが回答します。（※質問は一例です。） 

平成３１年２月１４日（木） 午前の部 午前１０時３０分から正午まで

午後の部 午後１時３０分から午後３時まで 

午前の部 １５名   午後の部 １５名 【申込が必要】 

※応募多数の場合は、御参加いただけない場合がございます。 

愛知県三の丸庁舎８階 会議室８０１ 

午前の部    午後の部   

①開場               １０：００  １３：００ 

②オリエンテーション        １０：３０  １３：３０ 

③相談会              １０：３５  １３：３５ 

④支援コーディネーターによる講評  １１：４５  １４：４５ 

⑤終了               １２：００  １５：００ 

  「参加までの流れ」をよく読み、お申し込みください。 

申込後、受講決定の後に提出いただく「相談票」の記載内容に基づき、あらかじめグループ

分けをさせていただきます。（１グループ５名程度）当日は、各グループに１名の支援コーデ

ィネーターを配置し、相談を受け付けます。 

※相談会に参加される方は事前に愛知県のホームページ（下記 URL）に掲載の「障害者総

合支援法に係るグループホームの開設に関する Q&A」、「障害者総合支援法に係るグループホ

ーム指定申請マニュアル」を御一読ください。 

URL：http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000072186.html 
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○「参加申込書」に必要事項を記載し、愛知県 

障害福祉課へ FAX またはメールで送付してください。 

○愛知県障害福祉課から、FAX またはメールで 

受講の可否を連絡します。 

○受講可となった方には、併せて「参加証」を送付します。 

○「参加証」を受け取った方は、愛知県障害福祉課へ 

「相談票」を郵送またはメールで提出してください。 

※ 相談会当日は、御提出いただいた「相談票」に基づきあらかじめ分けられたグループで質疑 

応答を行っていただきます。 

※ 御提出いただいた「相談票」は、当日、グループメンバーにも配布させていただきますので、 

御承知置きください。 

※ グループ分けについては、当日までにＦＡＸまたはメールで通知します。 

○時間に限りがありますので、あらかじめ相談内容を 

まとめておいてください。

愛知県三の丸庁舎８階 会議室８０１ 

所在地：〒460-8501 名古屋市中区三の丸２-６-１ 

最寄駅：①名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅５番出口から徒歩約 5 分 

②名古屋市営基幹バス停「市役所」から徒歩約７分 

問い合わせ先 愛知県健康福祉部障害福祉課相談支援グループ 担当：大原 電話：０５２－９５４－６２９２

    ２月１４日（木）

締切 1 月３０日(水)

1 月１７日(木)を目途 

締切 1 月１５日(火) 
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